
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年５月１７日                NO,６５２ 

 

         根利川 

 根利川は、根利の宇津野橋の 

近くで倉見川と新地川が合流し 

根利川となり、赤城根橋の近く 

で片品川に合流します。 

 根利から南郷の片品川との合 

流点まで、県道大間々線と並行して流れ、根利から小松、柿

平までの間は、深い谷を流れ、春の新緑、秋の紅葉を楽しむ

ことができ、釣りを楽しむ人が訪れます。 

 昭和２２年（１９４７）９月のカスリン台風では、山崩れ

とともに土砂が根利川に流れ込み、根利、南郷などでは家屋

が流され、根利では１２人が犠牲になりました。 

 根利川に流れ込む沢には、ハコネサンショウウオが生息し

ていると言われ、かつては薬として使うため焼いたものを干

して、東京に出荷していたそうです。 

         根利の水神様 

 水神様は、倉見川のそばにあり、むかし川が氾濫したこ 

とから祀られたようです。 

              戦後から春と秋にお祭りが

おこなわれ、石宮の前に果物や

お賽銭をそなえていました。 

              お供え物を子どもたちが、持

ち帰ってもよかったそうです。 
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 一人１０万円の特別給付金の申請書の郵送は、５月末ごろから開始され

る予定ですが、マイナンバーカードを使ってのオンライン申請は現在でも     

できますが、マイナンバーカードを持っていなく 

て申請を急ぐ人は、テラス沼田４階のホールで申請

（書類での申請）を受け付けています。 

  申請書は会場にも用意されていますが、本人確

認ができる運転免許証などと銀行の通帳のコピー

などを持参してください。 

 

 国の持続化給付金は、前年度の同月比の売り上げが５

０％以上減少した中小法人や個人事業者に法人で最大

２００万円、個人事業者に最大で１００万円給付されま

すが、これでは売り上げが５０％以下の減少では支援が

ないため沼田市では３０％以上５０％未満の減収の法

人などに１０万円が支給されます。 

中小企業経営振興資金融資の申請をおこなう時、新型

コロナの影響で市税の完納が見込めなくなった場合、市

税担当課と協議のうえ、緩和措置が受けられる場合があ

ります。 

 ５月の３日の憲法記念日に「戦争させない利根沼田実

行委員会」は、裁判所前で街頭宣伝をおこない、「力を合       

わせ憲法を守りましょ 

う」と訴えました。 

 大東議員も利南支部

の人たちと５ヶ所で、

「憲法をいかしたコロ

ナ対策をすすめさせま

しょう」と訴えました。 

 全市民に一人当たり１０万円を給付するなどの新型コロナウイルス対策

の補正予算５０億３８００万円が５月１日、専決処分されました。 

補正予算では、全市民に一人当たり１０万円が給付され、児童手当（中

学卒業までの子どもに支給）受給世帯に国の臨 

時特別給付金１万円に児童一人当たり５０００ 

円を市が、上乗せ支給します。 

 児童手当の対象とならない高校生に１５００ 

０円、特定扶養親族年齢以上（１８歳以上２２ 

歳以下）の学生に一人３００００円を市が支給 

します。 


